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平成20年第５回太子町議会定例会（第415回町議会）会議録（第４日） 

平成20年12月19日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第60号 公益法人制度改革３法の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい 

        て 

        （総務常任委員会委員長報告） 

２ 議案第61号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

        （福祉文教常任委員会委員長報告） 

３ 議案第53号 平成20年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

４ 議案第54号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第55号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

６ 議案第56号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

７ 議案第57号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

８ 議案第58号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第２号） 

９ 議案第59号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第２号） 

10 推薦第１号 太子町農業委員会委員の推せんについて 

11 常任委員会等の閉会中の所管事務調査及び活動について 

                本日の会議に付した事件 

１ 議案第60号 公益法人制度改革３法の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい 

        て 

        （総務常任委員会委員長報告） 

２ 議案第61号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

        （福祉文教常任委員会委員長報告） 

３ 議案第53号 平成20年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

４ 議案第54号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第55号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

６ 議案第56号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

７ 議案第57号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

８ 議案第58号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第２号） 

９ 議案第59号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第２号） 

10 推薦第１号 太子町農業委員会委員の推せんについて 

11 常任委員会等の閉会中の所管事務調査及び活動について 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   中 井 政 喜         ８番   嶋 澤 達 也 

  ９番   花 畑 奈知子        １０番   佐 野 芳 彦 

 １１番   熊 谷 直 行        １２番   上 田 富 夫 

 １３番   村 田 興 亞        １４番   桜 井 公 晴 

 １５番   橋 本 恭 子        １６番   北 川 嘉 明 
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会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  肥 塚   馨 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  圓 尾 哲 一     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（北川嘉明） 平成20年第５回太子町

議会定例会におそろいでご出席いただきあり

がとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成20年第

５回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第６０号 公益法人制度 

       改革３法の制定に伴う関係条 

       例の整備に関する条例の制定 

       について 

○議長（北川嘉明） 日程第１、議案第60号

公益法人制度改革３法の制定に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定についてを議題と

します。 

 本案については、所管の総務常任委員会に

付託して、休会中にご審査いただいておりま

すので、これから上程中の議案に対する委員

会の審査報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長服部千秋議員。 

○服部千秋議員 皆さんおはようございま

す。 

 では、委員会審査報告書を読み上げ、報告

とさせていただきます。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

60号。付託年月日、平成20年12月９日。件

名、公益法人制度改革３法の制定に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について。審

査結果、可決すべきもの。少数意見の留保、

なし。２、審査年月日、平成20年12月10日

（水）午前10時０分から午後４時25分。３、

審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙のと

おり。(2)審査結果は全員賛成により可決す

べきものと決した。 

 以上でございますよろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 以上で総務常任委員会

委員長服部千秋議員の報告は終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第60号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが
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って、議案第60号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第６１号 太子町国民健 

       康保険条例の一部を改正する 

       条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第２、議案第61号

太子町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 本案については、所管の福祉文教常任委員

会に付託して、休会中にご審査いただいてお

りますので、これから上程中の議案に対する

委員会の審査報告を求めます。 

 福祉文教常任委員会委員長中島貞次議員。 

○中島貞次議員 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

61号。付託年月日、平成20年12月９日。件

名、太子町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定について。審査結果、可決すべ

きもの。少数意見の留保、なし。２、審査年

月日、平成20年12月11日木曜日午前10時から

午前10時36分。３、審査経過及び結果、１、

審査経過は別紙のとおり。２、審査結果は全

員賛成により可決すべきものと決した。 

 以上であります。 

○議長（北川嘉明） 以上で福祉文教常任委

員会委員長中島貞次議員の報告は終わりまし

た。 

 これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第61号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが

って、議案第61号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第５３号 平成２０年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第３号） 

○議長（北川嘉明） 日程第３、議案第53号

平成20年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

 本案については、12月９日に続いて質疑を

続行します。 

 質疑はありませんか。 

 財政課長。 

○財政課長（香田大然） せんだっての本会

議で上田議員より一時借入金についてのお尋

ねがございましたので、お答えいたします。 

 平成20年度におきましては、まだ現在一時

借入金、一時借り入れは行っておりません。

平成19年度の実績について申し上げます。 

 平成19年度の一時借入金につきましては、

一般会計限度額10億円を設定いたしておりま

すが、３億円を実行いたしました。下水道特

別会計におきましては、限度額９億円に対し

まして４億円の一時借り入れを実施しまし

た。借入額は合計７億円でございます。借入

期間は20年３月３日から５月30日までの間、

89日間でございます。 

 ６金融機関による入札の結果、西兵庫信用

金庫が0.7％の利率で落札をいたしておりま

す。ちなみに、一番高い利率のところは兵庫

信用金庫で1.15％でございました。それに伴

いまして支払った利息は、一般会計51万

2,054円、下水道事業特別会計利息68万

2,739円でございます。 

 では、なぜこの一時借り入れに至ったかと

いう理由を会計管理者である会計課長に尋ね

てまいりました。 
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 会計管理者におきましては、年度を通して

歳入及び歳出予定の的確な把握に努めてお

り、注意を払いながら収納支払事務を執行し

ていますが、主に９月、３月の時期におきま

しては町債の償還等多額な資金需要を予定す

るため、この時期に流動資金の不足を来して

おります。この対応措置といたしまして、９

月期は財政調整基金からの繰りかえ運用、３

月期には金融機関からの一時借り入れを実施

し、当面の支払い準備金を確保いたしており

ます。 

 平成19年度におきましては、９月期に財政

調整基金から７億円の繰りかえ運用を実施し

ておりますが、３月期におきましては政府債

初め19件の一般会計債の償還、元利合計で５

億4,022万6,389円及び公営企業金融公庫を初

め４件の下水道特別会計債の償還、元利で６

億4,254万6,855円を予定しておりましたた

め、この資金利用対応措置として一時借り入

れを実施いたしております。 

 先ほど申しました一般会計と下水道の20年

３月期償還金合計額は、元利合わせまして

11億8,277万3,244円でございました。一時借

入金７億円を実行した後の20年３月末日の収

支残額は、一般会計９億6,616万1,305円でご

ざいます。６特別会計の合計は、１億254万

7,228円でございます。 

 そういうことになりまして、歳計現金残高

は基金繰りかえ運用及び一時借入金実行によ

り、臨機に支払い準備金を確保し、会計管理

をしたということでございます。 

 また、仮に一時借入金を実行しなかった場

合、20年３月末日の収支残額は一般会計６億

6,616万1,305円、６特別会計合計はマイナス

の２億9,745万2,772円となり、歳計現金残額

は財政調整基金を繰りかえ運用するものの、

７特別会計の流動資金が確保できない状態に

陥ることとなります。特に、下水道事業特別

会計におきましてはマイナスの３億9,884万

7,999円となり会計管理の運用が難しくなる

といった内容で、会計管理者、会計課長にお

きましては一時借り入れをしたということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先にもちょっと質問をいた

しましたんですが、１つはまだ腑に落ちない

のが、道路協会への負担金であります。 

 当初、協会から金額提示がなかったという

ことを質問に対する答えでは、龍野線の１億

円によって請求があって、使途は研究、陳

情、広報というようなことだということであ

りますけども、この種の費用をなぜ町が負担

しなければならないかという点であります。 

 このための総費用と、それからそれに占め

る負担の実態と今後やっぱり改善すべきこと

だと、もし研究、陳情、広報という種のもの

であればやめるべきだと、こう思うんです。

だから、本来その工事の中でそれぞれの工事

主体が行うべきことでありますから、当然そ

の仕事の内輪のもんだと思うんですが、その

点と。 

 それから、水道会計のほうで少しただしま

したんですけども、いわゆる上水道の水源、

沖代水源の南側、東西の道路、これが、いわ

ゆる下水道の管がどうなっているか。あるい

は、揚水、いわゆる水道水揚げるわけですか

ら、揚水することによって道路付近、その一

帯が一定の空洞化しているのではないかと、

こういう疑問があるわけですけども、そうい

うことについて質問の調査をしたかどうか。

それから、その調査をした結果はどうかとい

う、対応が必要なんでないかと思いますので

ただしております。 

 それから、総合公園用地で40万円の補正を

しとるわけですけども、説明によりますと、

交渉相手がかわったから金額が引き上げられ

る、こういう種の購入はそれでいいのかどう

かが問題です。１つの当初にかなり高い値段

をつけてあの辺一帯を買いにかかったわけで

すけども、時系列的に見れば、かわるに従っ

て、いわゆる一般の価値も対価としての問題

が変わってくる可能性はあるわけですけれど
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も、交渉相手がかわったから金額が変わると

いうのはどういうことか説明を求めます。 

 それから、本補正予算で一定の関係がある

ものとして、私は取り組みが必要なんではな

いかと思うことを改めてただしたいと思うん

ですが、教育費の関係で今全国学力テストの

結果が問題になっております。公表、非公表

で見解が分かれているわけでありますけれど

も、この結果を本町教育にどう生かすかが問

題でありますが、生かし方によっては生かす

対応としては本町の中では必要がなかったの

かどうか分かりませんが、学校間の格差がも

しあるとすればそれを正す。そのために必要

な取り組みということがあるのではないかな

と思いますので、この件について説明を求め

ます。 

 それから、今後の財政にも大きく影響して

まいりますのでただしたいと思うんですけ

ど、金融財政危機が太子町の住民の暮らしは

もちろんのことなんですけれども、町の財政

にも直接かかわることになってくると思いま

す。予算編成の時期でありますけれども、今

の税収で言えば、昨年度の収入をもって賦課

をしているんですけれども、本年度に関係し

てくることが来年度にかかわってまいります

のでお伺いいたしますけれども、大企業の横

暴、勝手な振る舞いが今社会問題化しており

まして、派遣切りとか、あるいは期間労働者

の雇いどめとかがあります。 

 先日も本町にある東芝が半導体事業の一時

休止を公表、発表したわけでありますけれど

も、影響を受ける社員あるいは期間工、ある

いは下請等の状況把握と、やはり大企業であ

りますから、社会的な責任を果たすように求

めるような取り組み、あるいは一般的に問題

になっておりますような、住宅等から追われ

るようなことがあってはなりませんので、こ

のようなことがないように申し入れをするな

ど、町としての取り組みが必要だと思うんで

すけど、それらの対応はしっかりやっとんで

すかどうですか。 

 それから、関係する下請、あるいは中小商

工業者が今の状況から見れば、年を越せるよ

うな状況にないことが一般的であります。そ

ういう中で、本町に関係するようなところで

こういうことはないか、必要によってはつな

ぎ融資を含めて、町がこの補正予算で組んで

おかなきゃならないと。こういうことが補正

予算を提案する最も基本的なことではないか

と思いますのでお尋ねをいたします。 

 それから、東芝以外の関係企業でも同様の

ことが起ころうとしておるし起こっている。

そういう状況の中で同じような、先にただし

ましたことと同じような取り組みが必要だと

思うんですけども、間髪入れずに取り組んで

こそ値打ちがあります。町としての取り組み

経過、これからもし今までやっていないんな

らば、これからはきちっと対応しないといけ

ないと、そういうことを思うんですが、それ

ぞれ説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 道路協会の負担金の追加の件でございます

けども、これは当初は協会より予定額の提示

がなかったもので、基本額を計上いたしてお

りました。その後、龍野線の関係事業があり

ましたので、それをもちまして追加とさせて

いただいております。 

 その中で、いわゆる道路協会の負担金が必

要ないのではないかというお話でございます

けども、やはり道路といいますのは社会基盤

整備の一番基礎的なものでございまして、や

はりそういう協会の負担金というものは必要

ではないかと、またその協会の活動のために

必要ではないかというふうに考えておりま

す。 

 それと、公園の追加でございますけども、

これにつきましてはやはりその交渉相手とい

いますか、話し相手がかわってきますと、単

価は必然的に以前から決まっております。し

かしながら、面積が当然各おのおのの土地に

よって相手側によって変わってきますので、

下回ることは基本的にはやはり補助金の関係
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でできませんので、やはり多い目の大きい同

一の場所がなければ当然大きな金額の交渉相

手となってきます。ですから、そういう形で

追加という形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 沖代の水道。 

（経済建設部長冨岡慎一「水道やん。

一般会計、全然関係ない」の声あり） 

 聞いたと。 

（経済建設部長冨岡慎一「聞いたけ

ど、関係ないんちゃうん」の声あり） 

 具体的には。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 沖代の水道で

ございますけども、その後調査はいたしてお

りません。以前も言いましたように、そうい

う状況があれば、そのときに地元からのお話

があればすぐ対応し、調査し、原因究明のた

めに調査というんですか、調査をいたしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） せんだっての全国の

学力・学習統一テストについてお答えしま

す。 

 本町といたしましては、初等中等局長の金

森氏から出てる通知に従い公表はいたしてお

りません。各学校に対して私のほうからは指

導しております。格差は中学２つはほとんど

ありません。小学校もありません。ただ、問

題点はなかったんかと言うたら、やはり今か

ら５年ほど前に行われたテストのときにあっ

た反省を踏まえてやっとんですけど、同じこ

とが繰り返されんようにやりました。それは

どういうことかといいますと、やはり家庭学

習なり子供の生活習慣がきちっとできてると

ころはやはり学力が高いと、そういう傾向は

本町でも同じような感じで見られます。生活

態度のしっかりしてるご家庭の子供たちの成

績は総じて上です。特に、本町は基礎学力、

いわゆるＡ問題においては何ら問題はないと

思います。かなり高い点数です。順位とか点

数はちょっと、先ほど申しましたように、局

長から通知が出てますので申すことはできま

せん。 

 それからもう一つ、そういう２つ目の活用

の応用問題のＢ問題のほうですけど、それに

おいても全国平均あるいは兵庫平均よりも上

であります。特に、中学はかなり上におりま

す。そういう関係で、それは本町は少人数指

導をかなり早くから実施いたしております。

特に、数学あるいは小学校の算数、中学校の

英語において40人学級を２つに分けてやっと

りますし、それから小学校の３、４年生の算

数も少人数指導、２クラスに分けてやっとり

ます。そういう関係で問題解決の努力はしと

ります。 

 これからも続けないかんのは、やはりそう

いうきめの細かな少人数指導と家庭との連絡

におけるきめ細かい家庭学習なりの習慣づけ

をしっかりやっていきたいと、こんなふうに

思っとります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 議員お尋ねの東芝関

係でございますが、東芝に対してのその企業

責任を求めるような行動を太子町としてはど

うだというようなご質問だったというふうに

理解しております。 

 このことにつきましては、太子町から特に

東芝さんにそういう企業責任等についてのと

いうことはしておりませんが、ただ今現在非

常に厳しい状況ということは新聞、テレビ等

で報道されておりますので、私どもとして

は、例えば各家庭の中で本来子育てというこ

とで奥様が働いておられなくても、そういう

状況があって働かなければならない状況が来

たときに、子供を預かるということの行政と

して引き受けるところがあります。そういっ

た意味で、担当課には臨時に保育の余裕はど

うかということの調査をしたところ、そうい

うことは可能であるというような担当課のほ

うからの返事ももらっております。 

 それから、住居の関係でございますが、ご

案内のように、雇用促進住宅がございます。
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これにつきましても、もうほとんど空き家状

態の状況でございます。その辺のところの、

いわゆる職業安定所長の命があればそこに入

居できるというようなことも聞いております

ので、空き状況等についての調査を担当課に

しているところでございまして、特に東芝さ

んに対しまして企業責任どうのこうのという

ところまでは、そういう求めるといいます

か、そういったところまでは至っていないと

いうところでございます。ただ、今の情勢を

考えますと、行政としてできるだけのことを

今の担当課のところに指示をしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと全部聞いとってほ

しんやけど、今の状況で東芝だけではなし

に、もう三菱もかなり期間工の問題から、姫

路ですけど、広畑に勤め、太子からも勤めと

る人も出てきてると、そういうことを私は言

ってるんですよ。東芝は、東芝は特に地元で

すから、どういう状況になっておるのかとい

うのは調査をしておかないと、後々にも財政

上も住民の暮らしにも影響してくると。 

 最近、特に強まってきているのが、トヨ

タ、キヤノンとか、そういう輸出を主にして

いる企業では大問題になって、社会的にも毎

日これは報道されてるような状況でしょう。

東芝にしても、いわゆるそれらの大企業ほと

んどが内部留保をしっかり抱えて体力が十分

あると言われてるんです。そういう中での取

り組みだから、やはり派遣とか期間工とか、

あるいはもちろん正規の社員にも残業今まで

当てにしておったような残業についてもなく

なってきている。それは本町の後の財政にも

影響する。そういうことでありますのと、何

よりもここに暮らしている人たちの生活不

安、そして就労の機会が奪われるっていうこ

とは大変なことですから、そういうことによ

く情報を得るようにした上で企業としてはそ

ういうことのないように申し入れるとかとい

うような社会的責任を私言うとんですわ。そ

ういうことをきちっと申し入れをしておくと

いうことが必要だということだと思うんで

す。 

 それから、下請中小企業にとっては、その

期間工を切るだけではなしに、下請に対する

単価切り下げの問題だとか、あるいは契約期

間を、契約の内容を切り下げるとか、こうい

うことで下請中小企業には大きな影響が全国

的にも出てるし、この関係企業いつも出てく

ることはそうなんですけども、ここではそう

いう影響を受けるものがどうなのかというの

もしっかり見てないと、対応も後手後手どこ

ろか必要な対応もできないと、こういうこと

になりますので、そういう影響を受けるもの

がどういうことになってるかと、東芝だけで

はありませんよ、町内に関係するものはそう

いう影響を受けるわけですから、その上に立

った取り組みが必要やと私は言うとんです。

それも、基本的に言うたら、今からでも補正

しないといけない問題があるんかもしれない

と思いますので、本補正ではどうかというこ

とを言ってるんです。 

 ほいで、特に東芝以外の、先ほど三菱のこ

とも言いましたけども、大きなところでは自

動車に関係するところが大きいです。だか

ら、その影響を受けるっていうことは大切で

すから、そういう調査の上でしかるべき取り

組みを同じようにすべきだと思うてるんで

す。それは行政としてもやっぱり必要な仕事

だと私は思うんですよ。そういう点で伺って

おります。 

 社員等の状況については、今把握してな

い、ある程度そういう耳を傾けないといけな

いと思うんですけども、どうか改めて尋ねた

いと思います。 

 それから、学力テストの問題では、私も公

表して競争をあおるようなことはいけないこ

とでありますから、今まで何も言いませんで

したけれども、だんだん太子町はどうなんだ

ろうなっていうのが話が出ておりますので伺



－98－ 

いました。 

 これまでの取り組みが一応の功を奏してい

るというような説明でありましたので、その

旨報告をしたいと思いますが、もし学校間に

格差があるようだったら、その手当てが必要

だと思いますので、その点は改めてさしたる

格差がないと、こういうことであるかどう

か、再度確認しておきたいと思います。 

 それから、これもうちょっと部長、ええぐ

あいに説明先にしといたら、こんなこと聞か

んでもよかったわけや。というのは、交渉相

手がかわったら、単価は一緒であると私は思

ってるから、何でそんなに変わるんやと、

40万円ね、今回でも。そしたら、交渉相手が

かわるというのは地主がかわると、全く。ほ

んで、面積が変わってくる。そのために必要

な金が要るんや、それならそういう説明しな

はれな。もう余り省略したら、交渉相手がか

わって単価同じやのに何で変わるんかと、こ

ういう疑問が起こりますやないか。余り省略

してもろうたら困る。それだけははっきりし

ておいていただきたいと思います。 

 それから、沖代のことは言っておりますの

は、地元、ほいで写真も撮っとるじゃないで

すか。それがどういうふうな原因かをもっと

調査せなあかんと私は思うてるから言うてる

んです。それで、モグラや言うとんですわ

な、水がどんどん抜けてしまうのは。しとん

ですよ。だれがしたんか知らんよ。太子町や

で、間違いなしに。だから、何でそのときの

調査、それから抜本的な調査が要るんではな

いかと。水道管漏れ、水道管で言えば、掘り

過ぎたら穴があく。ほれから、下水道も一緒

ですわ。そこへ流れていったら、出るのと同

時に流れたら、またそこへ吸い込んでしまう

と、こういうようなことが起こるんできちっ

と調査が要るんではないかと、こう言うとん

ですよ。その点はどうかと。 

 それから、道路協会、この何でこないもん

が、事業は県がかかわってする事業ですや

ん。何で協会が、協会っていうのは、もう天

下りしたりして、もう、またそんな団体に金

が要るから余分な金がかかると。何で要るん

ですか。その事業の中でやればいいことじゃ

あないかと思うから尋ねとんです。 

 先ほども社会基盤整備、道路を、それは道

路を建設しょんやから、社会基盤整備しよん

や。このことを否定しよんじゃないんです。

しかし、協会で何でこんな金が要ると。促進

協議会とかいろんなんつくったりするのと同

じような性格でこういうところに金を積んで

何をしょんかいなと思うんですよ。もうだめ

なものは切らなあかんということから言うと

んです。いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） お尋ねの格差のこと

ですけど、本町は今の時点でははっきり申し

上げます。ありません。余りないとは、

100％ないことはないんですけど、そないに

大きな差はありませんので、安心していただ

いて僕はいいと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、水道の件でございますけども、私は

水道での沈下とか、そういうことは最近では

聞いたことがございません。沖代で聞いたこ

とがありますのは、地元のいわゆる田んぼの

ための地下水のくみ上げ、その付近での沈下

というのは聞いたことがございます。ですか

ら、それにつきましては、やはりくみ上げの

関係ではなかろうかということでは聞いてお

りますけども、それ以上の調査等につきまし

てはやはり町としては難しいんではないかと

いうふうには考えております。 

 もう一点、道路協会でございますけども、

これは兵庫県道路協会でございまして、基本

的には各首長が会長をされております。です

から、事務局が現在どこかということもちょ

っと記憶というんですか、覚えておりません

けども、そういう中でいわゆる陳情、広報等

の活動をやっていただいておりますので、や

はりやむを得ないんではないかというふうに
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は考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 企業に対しての申し

入れ等云々おっしゃったんですが、これにつ

いて行政がどこまでできるかということにつ

いては私は疑問に思っております。行政とし

てそういう実態を把握してるかどうかという

ようなことでございますが、そのことについ

てもちっちゃなこの地方自治体でそういう実

態を即座に把握できるような状況にはないと

思います。ただ、新聞報道等いろいろメディ

アの情報によりますと、私どもとしてできる

ことは、先ほど申し上げました、急に働かな

ければならない共稼ぎの状態になったとき

に、子供を育てる方が預けるところがないと

いう状況では困るというのもございますの

で、行政としてできることについてはそうい

うバックアップ的なことは支援していかなけ

ればならないと考えているところでございま

す。 

 そもそも日本での派遣というのは大体35％

を占めてるとこの間の報道でもありました。

フランスでは４％ぐらいらしいです。その派

遣ということを国のほうである程度認めてい

った中で今回の派遣切りということが実は起

きてる状況でございますが、これはそういっ

た国レベルでの派遣ということを認めていっ

たためにと言いませんが、経済情勢がそうい

う悪化したところにまた派遣というところが

二重に問題が起きてるように私は個人的には

感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第53号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第53号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第５４号 平成２０年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第４、議案第54号

平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月９日に続いて質疑を

続行します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は、特に質疑でも言いま

したように、この後期高齢者医療に係ること

についてでありますが、この制度そのものが

今政府・与党は見直しを云々しておりますけ

れども、見直しで片がつく問題ではない、あ

くまで廃止をして出直す必要があります。そ

して、今パンフレット等では長寿医療とか高

齢者医療とか、こんなこと言うてますけど、

そんなことでごまかせる問題ではありません

ので、これらのことは廃止が必要であります

から関係予算の必要もないと。こういう点で

反対いたします。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第54号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第54号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第５５号 平成２０年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第５、議案第55号

平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月９日に続いて質疑を

続行します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第55号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが

って、議案第55号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第５６号 平成２０年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第６、議案第56号

平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月９日に続いて質疑を

続行します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第56号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが

って、議案第56号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第５７号 平成２０年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第７、議案第57号

平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月９日に続いて質疑を

続行します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第57号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第57号は原案のとおり可決されま
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した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第５８号 平成２０年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第８、議案第58号

平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月９日に続いて質疑を

続行します。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今回、補正のことは前回の

説明でありますが、この前処理場に係る流入

管、それから関係企業の責任で処理をしなけ

ればならない問題とか、この前処理場に関し

てはたくさんあるわけですが、町が埋設して

いる管とか、そういうものについては今後も

ここへは金を極力入れんようにせなあかん

と、入れんようにせなあかんことがどれだけ

工夫されるかということなんですけども、入

れれば入れるほど血税をここにつぎ込むこと

になりますんで、そんなことは避けないとい

けない。こういうことでありますが、そうい

う点での調査も当然必要かと思うんですけれ

ども、その点でこの種のものを言うのは、一

番最初のところではっきりしとかないと、後

ろへ来て水が多く入れば入るほど流域に負担

をかけることになってくるわけですから、こ

の原因者、いわゆる水を流している者がすべ

きことはすべきとして管でも同じような形で

賦課をしていくような形がないといけないと

思うんですけど、そういう点ではどういう取

り組みをしてますか。また、取り組まなあか

んと思うんですけど、対応について説明を求

めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 いわゆる前処理場までの流入管につきまし

ては、これまでも基本的には、いわゆる汚泥

とかスケールとか、そういうものがたまった

状況を見ながら、それの除去を原則的にやっ

とりました。しかし、今回もそういった中で

クラック等が見つかりしみ出てるといったこ

とからの補修でございました。ですから、一

般的に下水道といいますのは、やはりそうい

うおうちの近く以降はやはり下水道事業管理

事業者がやはり対応していかなければならな

いと。ですから、一般の汚水事業もそういっ

たところになるということで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 ここ毎年のことですが、こ

の前処理場そのもの自体、私も議員になって

から絶えずこういう機会で意見を申しており

ますが、前処理場の存続というんか、今現在

もっともっと今の近代的ないろんなことが研

究される世の中になってますね。だから、毎

年１億数千万円は使ってますやんか。だか

ら、長期な期間でスパンで見れば、何らかも

っといい方法を考えられるんじゃないかと絶

えず意見として言ってますけど、やはりまた

毎年のことながら補正とか、そういう予算が

使われてるんですけど、少し前向きにします

ということをいつかどっかで聞いたと思いま

すけど、どうもそういう返事がないんですけ

ど、前処理場そのものの毎年こういうことで

議論はありますけど、いかがですか。もっと

解決していく前向きな姿勢が見受けられませ

んが、いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 前処理場自体は下水道の関係で処理されて

おりまして、以前にも説明いたしましたけど

も、県との協議、それとあの施設をつくった

経緯、そういう経緯の中で県の下水道課と協

議したこともございます。また、揖保川浄化

センターへ協議し、話をしに行ったこともご

ざいます。そういった中から、やはり前処理
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場の当初の、いわゆる施設目的から逸脱する

ようなことはやめてほしいといったことから

今のところ協議は進んでおりません。 

 そういった中で、やはり水量も減ってきて

おりますので、どういう手法がいいのかとい

うのも今後、今後といいますか、これまでも

いろいろ考えておりましたけども、やはりい

ろんないわゆる下水道の関係もございますの

で、さらにいろいろ研究していきたいという

ことと、基本的には投資はしたくないと、今

後の投資をしたくないといったことの中から

やはり一番安く安全な、いわゆる県の下水道

課も承認できる内容といったことの手法を今

後も検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はやはりこういうことを

何でもこういうふうに賛成しとったらあかん

ので討論で言っときたいと思うんですが、は

っきりと企業責任を明確にしていくこと、そ

して前々処理をつくれっていうことを言って

おること、それから前にも指摘をいたしまし

たように、あれを関係企業に貸与すると、こ

ういうことでクリアするという方法とか、い

ろいろ言ってるわけですけれども、そういう

ことに道を開いて、やっぱり汚水を出す者の

責任において処理をさせる方向へ持っていく

べきだと、このように考えてます。 

 それから、今部長が説明したような、一般

下水の場合は当然のことでありますけれど

も、こういう企業排水を処理すると、こうい

う点で言えば、全然別のことやと私は思いま

す。そういう点で必要な負担を求めていくこ

となども含めて企業責任を明確にする、こう

いうことが大事だと思うんです。 

 町の下水道として県が承認する範囲という

たら、今説明があったようなことだと思いま

すけれども、そこら辺をはっきりけじめをつ

けていく上で前々処理で対応しよるというこ

と、それから前処理場についてもあくまで皮

革排水を出しているところにもむしろ移管を

するようなこととかあわせて、県が言うとる

とおり言うたら、町は犠牲になるだけです。

そういうようなことをしとったらだめだと思

いますし、血税をこれ以上つぎ込む必要はな

いと、このように考えます。そういう意見を

述べて反対討論といたします。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 汚水の問題は、汚水を今の

ところ垂れ流しのような状態なんですけれど

も、私余りにも無策過ぎると思うんですね。

今までも、今桜井議員が言われたように、い

ろんな提案を議会からもしてきとるわけなん

ですけれども、それに対する答弁とか、ある

いは処理方法の研究とかということが一向に

我々のほうに返ってこないわけなんですけれ

ども、一体何をしとるんかなと。予算につい

ては、毎年莫大な金が流れていくということ

で、毎回これ、この会計については私も反対

してきております。しかし、一向に改まらん

というところに私は一番大きな問題があるん

と違うかと思います。 

 そういうことで、この会計についても、今

回についても一向に改善の兆しが見えないと

いうことで反対といたします。 

○議長（北川嘉明） 原案賛成の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第58号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第58号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第５９号 平成２０年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第９、議案第59号

平成20年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月９日に続いて質疑を

続行します。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これは、先にも質問しまし

たように、この沖代の町の水源と農業用水源

とは変わらへんでしょう、道が、大けえ、何

ぼも。何メートルあいてますかいね。同じと

ころでくみよるわけです。だから、競争して

くみよるみたいなもんですわ。だから、どち

らがどうとは言いがたいことだと思うんで

す。だから、調査をきちっとして、町もはっ

きりさせとらんといけないと、こう思うんで

すね。それが道路にも影響してくるというこ

とで、そういうちょうど水源と水源の隣の挟

んだところでおかしいわけです。それを町も

相談を受けて調査をしたはずです。それがモ

グラや言うて逃げとる。それはモグラっちゅ

うわけにはいかんように思うんです、私は。

だから、町の水源と両方があるわけですか

ら、同じところに。その問題は整理しとかな

あかんと思うんで言いよります。改めて伺い

ます。 

 それから、ユーロ円債の問題で４月に１億

円、６％で30年ということだからというよう

なことを総務委員会でも私はただしました

が、またここでも言いましたけれども、これ

が出てきたというのは何も分からなかって想

像ができなかったということでは、副町長な

どそう言いますけど、そうではなかったと私

は思うんですよ。これを安心・安全な安定し

た安定、安心ということで資金を管理しなけ

ればならないところでこれが購入されておる

というようなことでは大変な責任があると思

います。 

 今まで知らなかった、私も知らなかったこ

とが表へ出たわけですけれども、１月の段階

ではイギリスの首相が、１月16日の段階で

す、去年ですよ、振り返ってみましてもブラ

ウン首相がこのことを言ってるわけです、サ

ブプライムも含めて、はっきりとね、警鐘を

鳴らしとる。それから、１月17日には、やは

り株価が下がって、そして一時的に下げどま

ったような段階で金融危機が再び厳しくなる

と。その当時にブッシュも言うとるわけです

ね、ブッシュ。そういうことが、それが１月

27日ですよ、去年の。それから、その後にお

いても31日にはイギリスとドイツとイタリー

とフランス、首脳会談でこの問題を取り上げ

てるわけです、大変だと。それからさらに

は、元大蔵省の榊原という早稲田の教授が投

機マネーの６兆ドルで、これ２月２日ですけ

ども、いろいろ社会問題として今注意してお

かないとマネーが肥大化して信用収縮になる

というようなこと言ってるんです、２月２日

ですわ。そういうことがずっと言われてきた

中でのことですから、全く想定もつかなかっ

た格付会社がやっとるからできたとか、そう

いうものじゃないと。格付会社自体が問われ

ておることですから、そういう中で世界の動

きの中での公金の管理ということになるわけ

ですから、どうも理解がいかんことを水道会

計でやっとると、こういうふうに思うんです
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けど、その点について再度説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） １点目の、い

わゆる沈下といいますか、それが沖代の水源

地と農業ポンプと同様の原因ではないかとい

うお話ですけども、この２つの場所につきま

しては、正確な距離は分かりませんけども、

たしか数十メートル離れていたというふうに

覚えております。それと、いわゆる道路の沈

下をこれまで一回も聞いたことないんですけ

ども、その際の田んぼについては沈下をして

るという話は聞いたことございます。これは

沖代の農業ポンプのすぐ北側の田んぼという

ふうに聞いております。ですから、先ほども

言いましたように、水源地の付近でそういう

原因がはっきりすれば、やはり調査を十分す

る必要があるんではないかというふうには考

えております。 

 それともう一件、ユーロ円債の件でござい

ますけども、これにつきましては、先の常任

委員会で十分説明されたんではないかと。当

日、私ちょっと所用で欠席しておりましたん

ですけども、十分な時間をとって協議された

というふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（桜井公晴議員「常任委員会で聞いた

言うてここで言わんかい、そういうこ

と言よん」の声あり） 

 どっちか答えれる。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） ユーロ円債の関係で

ございますが、本会議でも申し上げました

が、確かに桜井議員がおっしゃる、その何日

何日と今振り返って調査されて、そういうこ

とだと思います。 

 今年の４月の段階で、それは状況分かっと

ったはずやという桜井議員のご指摘でござい

ますが、確かにその当時からそういうことで

あったということは私はそこまで認識ははっ

きり言うてしておりませんでした。これは正

直に申し上げます。ただ、４月の状態の中で

格付というのは、それは今の時点で言えば格

付自体を否定されてるようなご発言でござい

ますが、格付というのはやはり第三者機関が

そのフィンランド地方金融公社に対してトリ

プルＡという評価を２社がしてるという状況

の中でございますので、何を信用するかとい

うことを今の時点で言えば、それもあやふや

だというようなご指摘でございますが、その

時点でのトリプルＡということを見れば、日

本の国債自体がトリプルＡじゃないわけです

よね、それはご案内ことだと思います。そう

いったフィンランド地方金融公社はトリプル

Ａということが２社のところでのそういう評

価をいただいてる状況の中で債券運用を考え

たということでございます。 

 経済建設常任委員会でも出たんですが、１

年間６％ということで600万円が４月と10月

でしたか、入る。10月に既に300万円入って

るんですが、４月の日は忘れましたが、４月

に後の300万円が入るということで、600万円

ということが入ります。これについては、今

現在の、例えば農協の定期預金でいきますと

0.55です。信用金庫で0.4％の利率でござい

ますので、そういうことからいうと11年から

15年の、現時点ですよ、現時点で言うと、

11年から15年の利息を前取りしてる状況でご

ざいます。そういう意味で、今の状態で言え

ば非常に厳しい状況でございますが、利息に

ついては、先ほど申し上げましたように、最

長で言えば15年程度のを既にいただくような

状況になりますので、このままこういう経済

情勢が10年から15年続くと私は考えていない

ところでございます。 

 そういったことをご説明申し上げました

が、これについてはいろいろご指摘もござい

まして、逐次といいますか、常任委員会の席

で状況を報告するようにという委員会のご指

摘もございましたので、それについては毎月

の常任委員会で状況について報告させていた

だくということを申し上げたところでござい

ます。 
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 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第59号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第59号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 推薦第１号 太子町農業委 

        員会委員の推せんについて 

○議長（北川嘉明） 日程第10、推薦第１号

太子町農業委員会委員の推せんについてを議

題とします。 

 地方自治法第117条の規定によって桜井公

晴議員の退場を求めます。 

（桜井公晴議員 退場） 

 職員に発議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について、趣旨説

明を求めます。 

 発議者を代表して、清原良典議員。 

○清原良典議員 発議者を代表して、推薦第

１号太子町農業委員会委員の推せんについ

て、推薦の趣旨説明を申し上げ、議員各位の

ご賛同を得たいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 平成18年１月17日付をもって選任している

現在の農業委員会委員の任期が平成21年１月

16日をもって満了となります。本町において

は、選挙による委員が15名、選任による委員

が５名ということで総勢20名で農業委員会が

運営されております。議会推薦の農業委員会

委員の推薦根拠は、皆さんご存じのとおり、

農業委員会等に関する法律、昭和26年法律第

88号第12条でうたわれている選任による委員

であり、その第２項で議会が推薦した農業委

員会の所掌に属する事項につき、学識経験者

を有する者４人以内と規定されております。

この法律に基づき、平成20年10月24日付、太

産経第254号の文書でもって、町長より議長

あてに４名の委員の推薦依頼があり、以後議

会運営委員会、全員協議会をもって、各校区

在住の議員で選出協議をしていただきまし

た。その結果、各校区からの選出の適任者が

出そろいましたので、今回提案をさせていた

だくものです。 

 推薦する４名の方々は別紙のとおり。 

 太子町馬場224番地、栗岡敏雄さん、

63歳。太子町塚森31番地１、根本義則さん、

55歳。太子町東南276番地、陸井賴右さん、

66歳。太子町松ヶ下89番地、櫻井公晴さん、

68歳であります。 

 ４氏ともそれぞれ学識経験及び農業経験も

豊富であり、適任者と確認し、推薦するもの

です。 

 なお、４氏のそれぞれの経歴については、

参考資料に掲載しておりますので、ご参照く

ださい。 

 以上、よろしくお願いを申し上げまして趣

旨説明といたします。 

○議長（北川嘉明） 趣旨説明が終わりまし

た。 

 お諮りします。 

 ただいま上程中の議案は、同意人事に関す

る案件ですので、議事の順序を省略して、こ

れから直ちに採決を行いたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、直ちに採決を行います。 

 これから推薦第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議
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ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、推薦第１号は原案のとおり推薦

することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 常任委員会等の閉会中の所 

        管事務調査及び活動につい 

        て 

○議長（北川嘉明） 日程第11、常任委員会

等の閉会中の所管事務調査及び活動について

を議題とします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の所管事

務について、それぞれ委員長より会議規則第

75条の規定により、お手許に配りました一覧

表のとおり閉会中の所管事務調査の申し出が

あります。 

 お諮りします。 

 以上、各委員長から申し出のとおり、閉会

中の所管事務調査及び活動とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の所管事務調査及び活動とすることに

決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成20年第５回太子町議会定例会（第

415回町議会）を閉会します。 

（閉会 午前11時07分） 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

議長あいさつ 

○議長（北川嘉明） 閉会に当たりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 今期定例会は、去る12月４日の招集以来、

本日までの16日間でございましたが、この間

議員各位には各会計の補正予算を初め、条例

改正、人事案件など多数の重要案件をそれぞ

れ終始熱心にご審議を賜り、ここにそのご精

励に対し深く敬意をあらわしますとともに、

衷心より厚くお礼を申し上げる次第でござい

ます。 

 なお、町長を初め町当局各位におかれまし

ては、審議の過程で議員各位から述べられま

した意見等につきましては今後の町政執行に

十分反映されますよう強く望むものでござい

ます。 

 本年もあとわずかとなりましたが、議員各

位並びに町当局各位には、くれぐれも健康に

ご留意をいただき、希望に満ちあふれた輝か

しい新春を迎えられ、町政発展のため一層の

ご精励を賜りますようお願い申し上げまし

て、まことに簡単措辞ではございますが、閉

会のあいさつとさせていただきます。ありが

とうございました。 

 町長。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

町長あいさつ 

○町長（首藤正弘） 平成20年第５回太子町

議会定例会（第415回町議会）が閉会される

に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

 去る12月４日に開催されました今期定例町

議会におきまして、条例、予算等の各重要案

件につきまして慎重なるご審議を賜り、ご議

決いただきましたことに対し、深く感謝を申

し上げる次第でございます。 

 また、審議の中で拝聴いたしましたご意

見、ご指導につきましては、今後の行財政運

営にでき得る限り反映できますよう努力して

まいる所存でありますので、町行政に対しま

して一層のご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げる次第であります。 

 最後に、年の瀬も間近になってまいりまし

たが、議員各位におかれましては、ご健康に

十分ご留意いただき、ともに健やかに輝かし

い新春をお迎えになられますことを祈念いた

しまして、定例町議会の閉会に当たりまして

のごあいさつとさせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりこ

こに署名する。 
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 平成  年  月  日 

  町議会議長   北  川  嘉  明 
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